
 

 

 

 

 

 

   市選挙管理委員会・市明るい選挙推進協議会では、選挙権を取得する 

高校生世代や、未来の有権者である小学生・中学生を対象に下記の事業 

を行っています。 

主権者教育の一環として事業をご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮 古 市 選 挙 管 理 委 員 会 

宮古市明るい選挙推進協議会 

明 る い 選 挙 

啓 発 ポ ス タ ー 

コ ン ク ー ル 

生徒会選挙を本物 

の選挙に近い形で 

やってみませんか？ 

説明を聞いたり、 

模擬投票を体験した

りして、選挙を身近

に感じよう！ 

「明るい選挙」を 

呼びかけるポスター 

を作って応募しよう！ 

選 挙 出 前 授 業 

生 徒 会 選 挙 

支 援 事 業 
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◆作品募集 

募集期間：５月７日～９月６日 

内  容：明るい選挙を呼びかけることを内容に、自由に表現してください 

画  材：描画材料は自由です（紙や布など、絵の具材料だけに限りません） 

      ※希望があれば画用紙を提供します 

そ の 他：応募者全員に参加賞をプレゼント！ 

◆作品審査（第一次審査）・入賞者表彰（９月中旬） 

◆作品展（９月中旬～下旬） 

令和５年度 第一次審査（宮古市）最優秀賞作品 ※学年は受賞当時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 明るい選挙啓発ポスターコンクール 

 

小学校の部 

選挙管理委員会では、毎年、市内の小学校児童、中学校・高等学校の生徒を

対象に、明るい選挙啓発ポスターコンクールの作品を募集しています！ 

ポスターの作成を通して選挙や政治のことについて考えることにより、子供

たちも社会の一員であること、政治への関わりの一つが選挙での投票行為であ

ることの理解を深めることにつながります。 

授業や部活動での題材として、または夏休みの課題（図画工作）として作成

し、ぜひご応募ください。 

 なお、本コンクールは、第一次審査（市区町村）⇒第二次審査（都道府県）

⇒第三次審査（中央審査）と、全国までつながるコンクールです。 

中学校の部 

千徳小学校 

５年 中野 妃奈歌 

宮
古
西
中
学
校 

３
年 

佐
藤 

史
織 

明るい選挙啓発ポスターコンクール 

URL: https://www.city.miyako.iwate.jp/senkan/senkyoposter. 

https://www.city.miyako.iwate.jp/senkan/senkyoposter.html 
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◆ テーマ 

 様々なテーマを組み合わせて、授業を行います。 

 その他の内容もご相談ください！ 

テーマ 内容 ねらい 

選挙について そもそも選挙って？ 「皆さんが思っている

より選挙って簡単」とい

うことを伝え、投票所へ

行くことのハードルを

下げます！ 

投票するまでの流れ 投票所の入口から出口まで 

候補者の選び方 自分の推しは誰？ 

選挙クイズ 制度の復習や豆知識など 

投票箱組み立て体験 投票箱を組み立ててみよう！ 

投票率の低下 投票率の低下による影響 投票率の低下が私たち

の暮らしにどのような

影響があるか学びます。 

 

政治と生活の関わり 私たちの暮らしと政治 

宮古市の取り組み 投票率向上のために！ 

投票の方法 期日前・不在者投票など 選挙について、より深く

学びます。 選挙運動 選挙違反とは？ 

模擬投票 選挙を体験してみよう！ 投票の方法や候補者の

選び方を体験します。 

 

◆ 時間 

 講義の時間と内容の例です。その他も柔軟に対応いたしますので、ご相談ください。 

 ①授業コース（１コマ） 

  上記テーマから簡単な講義、選挙クイズ、模擬投票など 

 ②授業コース（２コマ） 

  上記テーマから講義、候補者演説＆模擬投票など 

 ③児童会・生徒会選挙コース（10～20分） 

  ・選挙を執行する前に簡単な講義を行います。 

  ・物品貸し出しや児童会・生徒会選挙プロデュースと併せてご利用いただけます。 

 

 

 

② 選挙出前授業 

 
宮古市選挙管理委員会事務局職員が学校を訪問して、学校のご要望に応じた 

内容で「出前授業」を行います。 

教材の視聴・講義・模擬投票・選挙クイズ・開票などを内容としています。 

将来を担う子どもたちの「主権者教育」の一環として、ぜひご活用ください。 

主権者教育を行う際は、ぜひ宮古市選管へお問い合わせください！ 
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◆ その他 

 ご依頼には申込書が必要になります。様式は市ホームページにも掲載しております。 

 なお、提出はＦＡＸ、Ｅメールでも構いません。 

 

 

 

◆ 授業の様子（Ｒ５実施校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選挙出前授業 

URL:https://www.city.miyako.iwate.jp/senkan/senkyodemaejugyou.html 

 

宮古高校 宮古小 

宮古商工（工業） 宮古高校（定時制） 

宮古北高 宮古商工（商業） 

https://www.city.miyako.iwate.jp/senkan/senkyodemaejugyou.html
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◆ 選挙物品の貸し出し 

主な貸出物品 

投票箱 記載台 

  

投票箱の置台や鍵も貸出可。 １台につき記載場所２人分。 

その他に投票用紙交付機、計数機、ポスター掲示板なども貸し出しできます！ 

 

◆ 資料の提供・助言  

「学校生徒会選挙のてびき」を提供します。また、ご要望があれば進め方について説 

明・助言をします。 

 ご要望の際は、ご依頼の際に選挙管理委員会にご連絡ください。 

 

◆ 児童会・生徒会選挙プロデュース 

  児童会・生徒会選挙の際に、選挙ポスターや選挙公報などを作成し、実際の選挙さな

がらの体験ができるようにプロデュースします。 

  記載台や投票箱、投票用紙交付機なども併せて使用することで、実際の選挙をイメー

ジしてもらうことを狙いとしています。 

 お時間をいただければ、選挙について簡単な講義を行います。 

 （資料２Ｐ 選挙出前授業 児童会・生徒会選挙コース） 

 

 

③ 学校生徒会選挙支援事業 

 
選挙管理委員会事務局で所有している選挙用物品（投票箱、投票記載台な

ど）の貸し出しや、選挙を行う際に必要な各種資料の提供、選挙の実施方法の

助言などを行います。 

児童会・生徒会選挙を実際の選挙に近い形で実施することにより、児童・生

徒が選挙を身近に感じたり、選挙に対する関心・理解を高めることが期待され

ます。 

児童会・生徒会選挙の際は、ぜひご活用ください。 
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① 選挙ポスター作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 選挙公報作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 投票所入場券作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ その他 

 ご依頼には申込書が必要になります。様式は市ホームページにも掲載しております。 

なお、提出はＦＡＸ、Ｅメールでも構いません。 

児童会・生徒会選挙プロデュースを希望される場合は、物品貸出の依頼の際にご連絡 

ください。

・事前に立候補者の写真と公約を提出していただき、 

選挙ポスターを作成します。 

・選挙ポスター掲示板も貸し出しできますので、ご相談 

ください。 

 

 

 

 

 

 

  

  

・事前に立候補者の写真と公約を提出していただき、 

選挙ポスターを作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事前に児童生徒の名簿を提出していただき、投票所に 

持参し、受付を体験できる入場券を作成します。 

学校生徒会選挙支援 

URL:https://www.city.miyako.iwate.jp/senkan/gakkouseitokaisenkyosienjigyou.html 



 



 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

  

 

宮古市選挙管理委員会・宮古市明るい選挙推進協議会 

  

〒027-8501 宮古市宮町一丁目１番３０号 宮古市役所（３階） 

  電 話：６８－９１２３（直通） 

  ＦＡＸ：６３－９１２5 

  メール：senkan@city.miyako.iwate.jp 

 

      申込みについて  

       

「生徒会選挙支援事業」、「選挙講座」については、準備の都合の

ため、実施しようとする概ね１ヵ月以上前にお申込みください。 

なお、選管が選挙の執行を控えていたり、選挙期間中である場合

などにはご希望の期日に対応できない場合もあります。 

お早目にお問合せください。 

問合せ・申込み 


